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【要旨】 

本研究では、親からの資産移転期待が子供の資産蓄積にどのような影響を与えているのかを定

量分析した。分析においては、資産移転期待の内生性を考慮して、トリートメント効果モデル

から二重に頑健な拡張化された逆確率加重推定量を用いている。分析の結果、住宅を受け取る

期待が有るとき、特に借家世帯は消費を増やすことが示唆された。一方で、金融資産の移転期

待が有るときは、逆に貯蓄率が高まる傾向があることが示された。また、親からの資産移転期

待があると、子供世帯はその更なる子孫へと、受け取る資産と同じ種類の資産を残そうとする

こともわかった。特に金融資産については、親からの資産移転が期待できるとき、子供もその

子孫へと金融資産を残そうとして、貯蓄率が高くなっている可能性が有る。 
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1. はじめに 

 フランスでは家計の保有する資産の大半が親の遺産として取得されたものであり、資産

のうち遺産が占める割合は近年増加してきている。他のヨーロッパの国々においても、ある

程度それと似ている社会的進展がみられている (Piketty and Zucman, 2015) 。一方でアメリ

カにおいては、遺産が占める割合は、ヨーロッパほど高くないと指摘する研究がある 

(Modigliani, 1988; Stark and Nicinska, 2015) 。1 世代間の資産移転と資産蓄積の間に何らかの

関係があるとして、資産移転が資産蓄積を促進する場合も、そうでない場合も考えられるの

ではないだろうか。 

 世代間の資産移転が資産蓄積や消費に与える影響については、これまでも研究が行われ

てきている。近年の実証研究では、主に実際に移転が行われた後に、どのような変化が生じ

たのかに焦点をあてた研究が行われてきた。例えば、Joulfaian (2006) や Zagorsky (2013) に

おいては、ともに相続によって得られた資産のかなりの割合は消費されることが示唆され

ている。2 ただし、これらの研究においては、遺産相続の内生性について、苦慮している点

があることには留意したい。最近の研究では、相続が発生するタイミングのランダム性を利

用した Nekoei and Seim (2018) が挙げられる。この研究では、相続と資産蓄積の因果関係に

ついて考慮した分析を行っており、親の死から 1 年たった時には、遺産相続によって名目貯

蓄額が 10%増すことを明らかにしている。しかし、時がたつにつれてこの効果は薄れ、親の

死から 7 年たった時には、名目貯蓄額に与える効果は半分になっていることが示されてい

る。以上のように、近年の先行研究の結果からは、遺産は相続人のその後の消費を促進する

ため、資産蓄積に与える影響は限定的なものにとどまっているように思われる。3 

 しかしながら、このような遺産と資産蓄積の関係からは、フランスに代表されるヨーロッ

パでの、資産における遺産の割合が増加している現象は説明できない。ヨーロッパを対象と

して、相続や生前贈与を受け取った経験や期待が与える影響を分析しているのが Stark and 

Nicinska (2015) である。この研究では、相続や生前贈与といった資産の受贈があると、さら

にその子供への贈与意思が形成されることを、パネルデータによる定量分析から示唆して

いる。また、この移転の繰り返しがあることで、ヨーロッパにおいては、アメリカほど遺産

 
1 ただし、相続によって得られた資産が占める割合は 80％にものぼるとするものも過去に

ある (Kotlikoff and Summers 1981) 。 
2 Joulfaian and Wilhelm (1994) では、アメリカのパネルデータを用いて、相続による食費へ

の効果を推定している。この結果からは、食費へは正に有意な影響を与えているが、その

効果は非常に小さいものであることが示され、遺産の多くは食品以外のぜいたく品の消費

にまわされていると考えられる。 
3 遺産相続が労働供給に与える影響についてもいくつかの研究が行われている。Elinder et 

al. (2012) や Bø et al. (2018) 、日本を対象にしたものだと Niizeki and Hori (2019) が挙げら

れ、多くの場合、相続によって労働時間が減ることが示唆されている。 
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を消費にまわさないことにつながっていると論じている。このような移転の繰り返しに対

する理論的背景となっているのが、Falk and Stark (2001) の理論モデルにおける、利他的王

朝動機である。このモデルにおいては、代々十分なほど子孫への利他性が高く、消費するこ

とを我慢できれば、親から資産を受け取った人はその子孫へと資産を残していくことにな

る。 

このような家系内での資産移転は、19 世紀のフランスにもすでにあったことが定量分析

から示されており (Arrondel and Grange, 2014) 、ヨーロッパでは伝統的に存在してきたこと

がうかがえる。ただし、この移転メカニズムについては、ヨーロッパ以外の地域でも起こっ

ていることが、近年、他の実証分析から示されている（アメリカでも起こっていることを確

認した DeBoer and Hoang, 2017；日本でも起こっていることを確認した Niimi and Horioka, 

2018）。アメリカで資産に占める遺産の割合が大きくなっていないのであれば、このような

資産移転の繰り返しがあったとしても、それによって資産蓄積が進む場合と、進まない場合

があるように思われる。 

 これを踏まえて、本研究では、実際に資産移転が行われる前の時点での、各種資産の受贈

期待の有無が家計の資産蓄積に与える影響を定量分析したい。家計の資産蓄積の指標とし

ては、その時点で家計がどれだけ貯蓄に励んでいるのかを見るため、貯蓄率を考えている。

先行研究においては、実際に移転が行われる前の資産受贈期待について十分な分析が蓄積

されていない。また、先行研究は金融資産の移転に焦点をあててきたため、住宅に代表され

る不動産の移転については、資産蓄積との関連では分析がされてこなかった。しかし、特に

日本においては、最も多く親から子供へと移転される資産は不動産である。不動産は金融資

産とは異なる性質を持っていることから、この 2 つの資産の受贈期待では資産蓄積への効

果が異なっていることも考えられる。この受贈期待と資産の種類という観点から、あらたに

親子間の資産移転が資産蓄積に与える影響を考えたい。 

 事後的な資産の受贈経験ではなく、従前の資産の受贈期待の資産蓄積への効果を考える

と、各理論モデルでその効果は異なってくることが考えられる。不確実性のないライフサイ

クル・モデルを想定した場合、親から移転される一生涯での資産額がすでに決まっていると

すると、その受贈期待の有無は消費や貯蓄には影響を与えないことが考えられる。一方で、

もし借入制約や予備的貯蓄動機が存在する場合には、もし移転される資産額がすでに決ま

っていたとしても、受贈期待は将来の経済的余裕の確保につながることから、現時点での消

費の促進につながることが考えられる。 

 興味深いことに、本研究の分析結果において、住宅の移転期待と金融資産の受贈期待では

逆の効果があることが示唆された。具体的には、親の住宅の受贈期待は、特に借家世帯にお

いて消費を促進させ、貯蓄率を低下させる傾向があることがわかった。一方で、金融資産の

受贈期待は、逆に貯蓄率を高める傾向があることが示されている。資産受贈期待の潜在的内

生性に対処するために、本研究ではこの期待の効果を推定するにあたって、通常の回帰分析

よりも他の説明変数の影響を精緻にコントロールできる、二重に頑健な拡張化された逆確
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率加重推定量 (DR-AIPW) を用いている。 

 金融資産の受贈期待の効果が貯蓄率に対して正であったことと整合的な説明としては、

上述の Falk and Stark (2001) の再贈与のメカニズムが考えられる。しかし、これ以外にも、

金融資産の受贈期待が貯蓄率を高めることにつながる説明がある。Dynan et al. (2004) では、

生涯所得が高いことと貯蓄率には正の相関があることを指摘している。金融資産の受贈期

待が有ることは、生涯所得の増加につながることも考えられるのである。 

 このため、本研究では追加的にいくつかの分析を行った。各種資産の受贈期待が贈与意思

に与える影響を明らかにするために、資産種別の贈与意思の有無について推定を行った。こ

の結果、住宅の受贈期待が有る場合には不動産の贈与意思が特に高まり、金融資産の受贈期

待が有る場合には金融資産の贈与意思が特に高まることが示唆された。自分が受け取る予

定の資産と同じ種類の資産を子孫へ贈与しようとしていることがうかがえる。 

加えて、金融資産の受贈期待が貯蓄率に与える影響についての詳解するために、金融資産

の贈与意思の有無別で分析対象を分割して、各種資産の受贈期待が貯蓄率に与える影響を

それぞれのグループで推定した。この結果、贈与意思が有る場合においてのみ、金融資産の

受贈期待は貯蓄率に正に有意な効果を持つことがわかり、子孫への再贈与によるメカニズ

ムから貯蓄率が高まっていることがうかがわれた。一方、金融資産の贈与意思がない場合に

は、金融資産の受贈期待は貯蓄率に有意な影響を与えず、生涯所得が上昇したことによる効

果は見られなかった。 

 さらに、利他的王朝動機とは異なる、交換動機による資産移転がなされた場合に、資産移

転が貯蓄率にどのような影響を与えるかを検証した。例えば、Yukutake et al. (2015) では交

換動機を考えると、従来考えられていた資産移転のあり方や効果が変わってくることが示

されている。検証の結果、交換動機による資産移転がなされる場合には、これまでの分析と

は逆の効果が得られ、金融資産の受贈期待はむしろ貯蓄率を低下させることが示された。 

 世代間の資産移転と資産蓄積の関係に関連して、世代間の資産移転が資産格差に与える

影響については⾧い間研究が行われてきた (Davies and Shorrocks, 1999; Piketty and Zucman, 

2015) 。4 本研究の分析で得られた結果に基づいて考えると、金融資産が利他的王朝動機に

基づいて代々移転されるときには、その家計は常により多くの貯蓄を行っていることから、

代を経るごとに移転される金融資産は大きくなっていくことが考えられる。このような「家

族の伝統」を持っている家計と、持っていない家計とでは、徐々にその貯蓄額の差は大きく

なっていくことが考えられる。また、このことが、資産において遺産取得分の割合が年々大

きくなることの、一つの説明として考えられる。 

 
4 世代間の資産移転が資産格差に与える影響について、Elinder et al. (2018) では、スウェー

デンのデータを用いて、遺産の相続は絶対的資産格差を拡げ、相対的資産格差は縮小させ

ることを示唆している。一方、Karagiannaki (2017) は、イギリスにおいて、遺産の相続は

⾧期的には相対的資産格差を拡げることになることを示している。 
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 本稿の構成は以下のようになっている。第 2 節では、本研究の実証分析で用いるデータと

変数について説明を行う。第 3 節では、本研究の定量分析で用いる推定量について説明した

うえで、その結果を示したい。第 4 節では、本研究の結論を示す。 

 

2.データ 

本研究の実証分析では、日本の家計について詳しい情報を集めている日本家計パネル調

査 (JHPS/KHPS) を用いる。JHPS/KHPS は、慶應義塾家計パネル調査 (KHPS) と日本家計

パネル調査 (JHPS) という、以前はそれぞれ別に行われていた 2 つの年次追跡調査が、2014

年に統合される形で誕生したデータである。 

KHPS は、2004 年 1 月から実施されている年次のパネル調査であり、初回調査の対象者

は、2004 年 1 月時点で満 20 歳から 69 歳の全国に居住する男女で、調査対象者数は 4,005

名（予備対象含む）となっている。5 2005 年以降は初回調査の回答者への継続調査を各年 1 

月に実施している。JHPS は、2009 年 1 月から実施されている年次のパネル調査であり、初

回調査の対象者は、2009 年 1 月で満 20 歳以上の全国に居住する男女で、調査対象者数は

4,022 名（予備対象含む）となっている。どちらの調査も層化 2 段階抽出法を用いて、無作

為抽出が行われており、調査対象者は両調査で重複していない。両調査が日本の人口統計に

対する代表性を持つことは、いくつかの先行研究から示されている (Kimura, 2005; Naoi and 

Yamamoto, 2010) 。両パネル調査は 2014 年以降、調査項目などを統一し、統合されて調査

が続けられている。 

本研究では、2 つのデータを分析に用いる。特に主として、クロスセクション・データの

JHPS/KHPS の 2018 年調査 (JHPS/KHPS2018) を用いて議論を行う。この理由として、

JHPS/KHPS2018 では、親からの住宅と金融資産の受贈期待の有無を共に調査しており、不

動産と金融資産の贈与意思についても共に調査していることが挙げられる。補完的に用い

るのが、JHPS/KHPS の 2009 年調査から 2017 年調査 (JHPS/KHPS2009-17) のパネルデータ

である。6 この期間の調査においても、親の住宅の相続期待については調査を行っている。

このため、観察不可能な通時的に一定の値を取る個人属性について考慮した、パネルデータ

による受贈期待の効果の分析を行うことができる。 

 将来、両親の住んでいる住宅を相続する期待の有無に関する調査は KHPS 初回の 2004 年

調査より毎年行われている。ただし、この初回調査では、自分以外の名義の持ち家住宅に住

んでいる調査対象者に対してのみこの調査を行っていたが、2005 年調査以降は全調査対象

 
5 KHPS では、調査対象者の住宅や相続・贈与に関する質問項目は、対象者の所属する世

帯の属性として質問を行っている。 
6 本研究ではパネルデータを用いて平均消費性向を推定する。JHPS/KHPS では 2009 年調

査から消費に関する調査項目が変更されている。このため、2009 年調査からのパネルデー

タを利用する。 
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者に対して調査を行っている。7 2018 年調査では、金融資産についても調査を行うように

なり、相続だけでなく生前贈与の受け取りについても併せて調査を行っている。8 本研究で

は、これらの期待が有る場合には 1 の値をとり、無い場合には 0 の値をとるダミー変数を

各種の資産について作成し、実証分析に用いている。また、JHPS/KHPS2018 では、生前贈

与の受け取りと遺産の相続について、それぞれの移転形態での受け取る期待の有無を調査

している。ただし、多くの場合においてどちら移転形態の期待もあることから、本研究では

生前贈与と遺産相続で移転形態を分けた分析を行わない。 

 本研究では 2 つの組み合わせについて定量分析を行う。最初に親子間の資産移転期待が

資産蓄積に与える影響ついて議論する。続いての第 2 の焦点として、親子間の資産移転期待

が子供の贈与意思に与える影響について考察する。 

 最初の分析において、資産蓄積を表す指標として子供家計の貯蓄率と平均消費性向を考

えた。JHPS/KHPS2018 では、貯蓄率を調査しており、これを家計における前年の金融資産

の蓄積を表す指標とて分析に用いる。貯蓄率は、家計において、前年の税引き後の可処分所

得 のど の くら い の割合を 追加 的 に 貯蓄 に まわし た のか を 表し て いる。 9  し かし 、

JHPS/KHPS2009-17 においては、多くの調査年で貯蓄率を調査していないため、平均消費性

向を貯蓄率に代わる指標として用いている。この平均消費性向は、毎年調査されている 1 月

の消費額を、家計の年間世帯収入から求めた 1 か月あたりの収入で割ることで求めている。 

 

（表 1 このあたり） 

 

 表 1 が親からの資産移転の期待の有無別の貯蓄率と平均消費性向を表している。パネル

(a) では 2 種類の資産の有無で分けて、4 つのカテゴリーにサンプルを分割している。各カ

テゴリー別の貯蓄率を見ると、金融資産の受贈期待があるカテゴリーは貯蓄率が高くなっ

ていることがわかる。一方で、このパネルからは親の住宅の受贈期待の有無では貯蓄率に差

 
7 KHPS2005 から KHPS2017 では、全調査対象者に対して、「将来あなたがご両親のお宅を

相続する可能性はありますか」という質問を行い、親の住宅の相続期待の有無を尋ねてい

る。 
8 金融資産については「将来あなたはご両親から現金・金融資産の相続や生前贈与を受け

る可能性はありますか」という質問を行い、親の住宅については「将来あなたはご両親が

現在住まわれている住宅の相続や生前贈与を受ける可能性はありますか」という質問を行

っている。両質問とも全調査対象者を対象にしている。 
9 JHPS/KHPS2018 では、調査対象者の家計に前年の可処分所得を調査しており、これに回

答した家計に、そのうちどれくらいの割合を貯蓄にまわしたのかを尋ねている。このよう

にして得られた値は、「主体的」貯蓄率となり、資産運用からくるキャピタルゲイン/ロス

の影響を受けていない貯蓄の指標となる。 
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は見られなかった。金融資産の受贈期待が貯蓄率と正の相関関係にあることがうかがわれ

る。 

 パネルデータの特性を考慮したうえで、親の住宅を相続する期待の推移が平均消費性向

に与える影響について見てみたい。これを、子供世帯の持ち家と借家の居住形態別で、表し

たのがパネル (b) である。一年前に住宅の相続期待が無かった家計が、相続期待有りへと

変化したか否かで、サンプルを分けている。どちらの居住形態においても、住宅の相続期待

を持つようになると、平均消費性向の値は高くなっている。ただし、わずかながら、借家世

帯の方がその変化は大きくなっているように見える。 

 続いて、第 2 の分析として、親の資産の受贈期待が、生前贈与や遺贈といった贈与意思に

対 して 、 それ ぞれ 資産の 種別 に どの よう な影響 を与 え るの か を 明らか にし た い。

JHPS/KHPS2018 では、「配偶者以外の方に何らかの形で財産を残したいとお考えですか」と

いう質問から、金融資産と不動産についての贈与意思を尋ねている。この質問への答えから、

本研究ではそれぞれの資産について、「残したい」と回答した場合には 1 の値をとり、それ

以外の回答の場合には 0 の値をとる贈与意思のダミー変数を作成した。10 

 

（表 2 このあたり） 

 

 表 2 に、各種資産の受贈期待の有無別の各種資産の贈与意思についてまとめた。パネル 

(a) からは、金融資産の受贈期待が有るときの方が、金融資産の贈与意思を持つ割合が高く

なっていることが示されている。ただし、金融資産の受贈期待がない場合には、住宅の受贈

期待が有ると、贈与意思を持つ割合が高くなっている。また、パネル (b) においては、どち

らの資産の受贈期待についても、あった方が不動産の贈与意思を持っている割合が高くな

ることが表されている。基本的な傾向としては、いずれかの資産の受贈期待であっても、そ

れが有れば、贈与意思を持つ確率は高くなっていることがうかがえる。 

 本研究では、以下に行う回帰分析において、資産蓄積や贈与意思に対して影響を与えるこ

とが考えられる観察可能な家計の属性を、説明変数として用いてコントロールしている。家

計の社会学・人口学的属性としては、調査対象者の持ち家ダミー、調査対象者の性別（女性

なら 1 の値をとるダミー変数）、調査対象者と配偶者の教育背景として学士号保有ダミー、

調査対象者の年齢、世帯員数、配偶者の有無（有りのとき 1 の値をとるダミー変数）、子供

の数を用いている。加えて、家計の経済的属性に関しては、親と配偶者の親の不動産保有ダ

ミー、世帯年収、金融資産の保有額を用いている。さらに、居住地域の属性についても考慮

するために、居住地域や都市の規模についてもダミー変数を使って考慮している。また、資

産移転における交換動機について考察するために、親への介護をしていれば 1 の値をとる

 
10 この質問に対する回答の選択肢には、ほかに「残さない」、「（その資産を）持っていな

い」、「わからない」がある。 
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ダミー変数を使った分析も行う。 

 

3.定量分析 

3.1 分析モデル 

 第 2 節で議論したように、将来の生前贈与や相続などによる親からの資産移転は、実際に

は資産移転がまだ発生していない現在においても、子供の資産蓄積に対して影響があるよ

うに思われる。本研究では定量分析から、将来の資産移転が与える影響を明らかにしたい。

ただし、その際には将来の資産移転が内生性を持つ可能性も考慮しなければならない。付表

1 に示されている記述統計を見れば、資産移転の期待の有無別で、経済学的属性について系

統だった違いを見出すことができる。たとえば、裕福な親ほど子供に資産を残すことが考え

られ、同時にその裕福な親はより多くの教育投資を子供に対して行うだろう。実際に、付表

1 にも示されているように、将来の資産移転がないグループについては学士号を保有してい

る割合が有意に低くなっている。このような教育投資はその後の子供の所得獲得能力に影

響を及ぼすことが考えられ、資産蓄積にも有意な影響を与えるだろう。11 このような場合、

親の属性や子供の経済的背景についてコントロールが十分でない場合、推定された資産移

転の影響にバイアスが生じてしまうことになる。 

 この問題に対処するために、本研究では最小二乗推定量 (OLS) などによる一般的な回帰

分析に加えて、より精緻な世帯属性のコントロールを行うことができるトリートメント効

果モデルにおける二重に頑健な推定量 (Robins et al., 1995) を用いて、将来の資産移転が与

える影響を議論したい。本研究で用いる二重に頑健な拡張化された逆確率加重推定量 (DR-

AIPW) は、回帰調整の手法と逆確率加重法の 2 つを併せて行うものである。結果に対する

条件付き平均値推定モデルか、トリートメント確率推定モデルのいずれかが正しく推定さ

れていれば、適切な推定を行うことができる (Scharfstein et al., 1999; Bang and Robins, 2005; 

Hoshino, 2007; Wooldridge, 2007) 。親からの資産受贈期待の平均トリートメント効果は以下

のような 2 つの段階を経て推定することができる。 

 まず第 1 段階として、個人𝑖が親からの資産受贈期待を持つ確率𝑝(𝑥 , 𝛾)における、パラメ

ータ𝛾をロジット・モデルによる回帰分析から推定する。このことから、個々のトリートメ

ント確率𝑝(𝑥 , 𝛾ො)を得ることができる。本研究では、このロジット・モデルによる推定を行う

にあたって、以下のような共変量を用いた：親と配偶者の親の不動産保有ダミー；世帯年収；

金融資産の保有額；調査対象者の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら 1 の値をとる

ダミー変数）；調査対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調査対象者の年齢；世帯員数；配

偶者ダミー；子供の数；親と同居ダミー；居住地域ダミー；都市規模ダミー。 

 
11 さらに言えば、生来の能力もまた親から子供へと世代間移転することが考えられる。こ

れもまた、資産移転と子供の行動との見せかけの関係につながってしまうことが考えられ

る (De Nardi 2014) 。 
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 次に第 2 段階として、逆確率加重回帰モデルから資産蓄積への効果を明らかにする。これ

を行うために、本研究では以下のような重み付き一般化最小二乗問題を解き、トリートメン

ト・グループ（親からの資産移転期待があるグループ）のパラメータ (𝛼ଵ, 𝛽ଵ) を推定する。 

min
ఈభ,ఉభ


𝑤

𝑝(𝑥, 𝛾ො)
(𝑦 − 𝛼ଵ − 𝑥𝛽ଵ)

ଶ

ே

ୀଵ

, (1) 

ここで𝑦は結果（貯蓄率）を表している。𝑥が共変量ベクトル、𝑤がトリートメントダミー

変数（親からの資産受贈期待があれば 1 の値をとる）を表している。同様に、コントロー

ル・グループのパラメータ (𝛼, 𝛽) も、𝑤 = 0をとるサンプルに対して1/[1 − 𝑝(𝑥 , 𝛾)]をウ

ェイトとして用いて、上記の問題を解くことで求めることができる。さらに、𝑦ଵはトリート

メントがあった時の潜在的な結果を、𝑦はトリートメントが無かったなかった時の結果を

示しているとする。このとき、平均トリートメント効果�̂�்ா
ோ は以下のように与えられる： 

�̂�்ா
ோ = 𝐸ோ(𝑦ଵ) − 𝐸ோ(𝑦), (2) 

ここで、 

𝐸ோ(𝑦ଵ) =
1

𝑁


𝑤𝑦
𝑝(𝑥 , 𝛾ො)

+ ൬1 −
𝑤

𝑝(𝑥 , 𝛾ො)
൰ ൫𝛼ොଵ + 𝑥𝛽መଵ൯൨

ே

ୀଵ

 (3) 

かつ、 

𝐸ோ(𝑦) =
1

𝑁
ቈ

(1 − 𝑤)𝑦
1 − 𝑝(𝑥 , 𝛾ො)

+ ൬1 −
1 − 𝑤

1 − 𝑝(𝑥 , 𝛾ො)
൰ ൫𝛼ො + 𝑥𝛽መ൯

ே

ୀଵ

 (4) 

これが潜在的な結果の期待値である。DR-AIPW 推定量は、標準的な逆確率加重推定量 (IPW) 

に、トリートメント確率推定モデルの特定化の誤りを修正する拡張項（3 式と 4 式の右辺第

2 項）を含めることで、発展させたものである。もしトリートメント確率が正しく特定化さ

れていれば、拡張項は消え、サンプルサイズが大きくなれば DR-AIPW 推定量は標準的な

IPW 推定量になる。 

 以下の分析において、本研究では分析対象となるサンプルを、過去に親から資産移転（生

前贈与や相続）を受けてない子供世帯に限定している。この理由としては、過去に資産移転

を受けている場合には資産の構成や将来の資産移転の効果が変わってしまう可能性が考え

られるからである。特に相続においては、一次相続と二次相続の違いが指摘されており、一

次相続の場合には生きている親の遺産動機がより反映されることが指摘されている 

(Hamaaki et al., 2019) 。 

 

3.2 親からの資産移転と子供の資産蓄積 

 ここで、親からの資産受贈期待が子供の資産蓄積に対して、どのような影響を与えている

のかを分析したい。まずは JHPS/KHPS2018 を用いて、被説明変数に子供の現在の貯蓄率を

推定する。将来の資産移転が子供世帯の所得の不確実性や流動性制約を緩和するのであれ

ば、消費を増やすために、子供世帯は貯蓄率を減らすことが考えられる。一方で、Falk and 
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Stark (2001) や Stark (2015) が示唆するように、親から子供への相続は利他的王朝動機に基

づく「家族の伝統」であるとするならば、子供のさらに次の世代の子孫へ遺産を残すために、

子供世帯はむしろ貯蓄率を高めることも考えられる。 

 表 3 に表されている結果が、貯蓄率に対する親からの資産受贈期待の効果の推定値であ

る。表の 1 列目が OLS による推定結果であり、2・3 列目が DR-AIPW による推定結果であ

る。OLS で用いた資産移受贈期待以外の説明変数と、上述した DR-AIPW のトリートメント

確率のロジット推定で用いた共変量は同じ変数を用いている。12また、本研究では全ての推

定において頑健な標準誤差を推定している。 

 

（表 3 このあたり） 

 

 OLS と DR-AIPW の両推定結果において、親からの金融資産の移転期待は貯蓄率を高め

る効果があることが有意に示されている。金融資産の受贈期待が有る場合には、ない場合と

比較して 1.88%から 2.16%ほど貯蓄率が高くなることが推定されている。先述したように、

もし金融資産の受贈期待が予備動機や流動性制約の緩和という効果だけをもたらしていた

場合には、このような貯蓄率を高めることにはつながらないように考えられる。金融資産の

受贈期待は他の貯蓄動機により強く結びついているのではないだろうか。一方で、OLS と

DR-AIPW の両推定において、親の住宅の受贈期待は貯蓄率に対して負の効果を与えている。

ただし、OLS では有意な効果であるが、DR-AIPW では係数の絶対値も小さくなり、有意な

効果となっていない。なぜこのように不安定な結果になるのかは、以下にパネルデータを用

いた分析を行うことで明らかにしたい。 

 

（表 4 このあたり） 

 

 2009 年から 2017 年の JHPS/KHPS を用いて、親の住宅の受贈期待が平均消費性向に対し

てどのような影響を与えているのかをパネルデータの特性から推定した。この推定結果が

表 4 である。1 列目が全サンプルを用いたときの結果を表し、2 列目が分析対象を持ち家の

世帯に限定した時の分析結果であり、3 列目が分析対象を借家の世帯に限定したときの分析

結果である。まず、変量効果 (RE) モデルの推定結果から、RE モデルとプーリング OLS モ

 
12 トリートメント確率の推定を行ったロジット・モデルについて、モデルが正しいという

帰無仮説の下でピアソンの𝜒ଶ検定とホスマー・レメショー検定を行い、両検定ともに帰無

仮説を棄却できなかった。付表の 2 と 3 はトリートメント・グループとコントロール・グ

ループ間の逆確率による重み付けを行う前後の共変量のバランスを見ている。表 2、3 の

いずれの共変量についても、加重後の標準差は 0.1 以下になっており、両グループ間の平

均値であまり差が生じていないように思われる。 



11 

 

デルのパラメータが同等であるという帰無仮説でブルーシュ・ペイガン検定を行った。次に、

これを踏まえて固定効果モデルと RE モデルの推定結果から、固定効果モデルと変量効果モ

デルのパラメータが等しいという帰無仮説でハウスマン検定を行った。この検定において、

もし帰無仮説が棄却された場合には、観察不可能な通時的に一定の値を取る個人属性と説

明変数に相関があることになる。この場合には、固定効果モデルが支持されるが、帰無仮説

が棄却されなかった場合には、より効率的な RE モデルが支持される。本研究での推定結果

からは、3 つの推定のいずれの検定においても RE モデルが支持された。全サンプルと借家

世帯を対象にした場合には、親の住宅の受贈期待は正に有意な影響を与えており、将来住宅

を受贈する場合には平均消費性向を高めていることがうかがわれる。一方で、持ち家世帯を

対象にした場合には正の係数ではあるが、その値も小さく、有意には推定されなかった。推

定された係数を見ると、特に借家世帯においてはその値が大きくなっていることがわかる。

ゆえに、全サンプルを対象にした場合においても、住宅の移転期待の効果が正に有意に推定

されたのは、借家世帯の効果に起因しているように思われる。多くの場合、借家世帯はいず

れ持ち家を購入することが考えられる。しかし、借家世帯において親の住宅が受贈でき、も

し将来その家に住むのであれば、持ち家購入のために頭金を作る必要がなく、貯蓄せずに消

費を行うことができる。このような事から、特に借家世帯においては、将来の親の住宅の移

転が消費を促進することにつながっていることが考えられる。 

 

3.3 親からの資産移転と子供の贈与意思 

 上記の分析から、特に借家世帯において親の住宅を将来受け取ることが期待される場合

には消費が高まる一方で、親から金融資産を将来受け取ることを期待している場合には、子

供世帯においてより貯蓄率が高まることが示唆された。このような将来の資産移転の効果

が子供世帯の贈与意思によるものなのかを検証するために、本研究では各種の資産受贈期

待が子供のその子孫への贈与意思にどのような影響を与えるのかを推定する。ここでは子

供世帯のその子孫への贈与意思を被説明変数として分析する。ただし、JHPS/KHPS2018 で

は、その調査方式から、各種の資産を持っていない世帯については、贈与意思を持っていな

いとみなしている。このため、そのまま贈与意思の有無を被説明変数として、説明変数に資

産の保有を用いた分析を行った場合には、同時性のある推定を行ってしまうことになる。以

下では、最低限の金融資産を保有している持ち家世帯に限定して分析を行う。13 

 第 2 節で説明したように、JHPS/KHPS2018 では金融資産と不動産についてそれぞれ個別

にその贈与意思を調査している。まずは金融資産の贈与意思について推定を行った。表 5 が

 
13 JHPS/KHPS2018 では金融資産の受贈期待がある世帯に対して、その予想金額を尋ねてい

る。回答率は低かったが、回答された最小金額は 30 万円だった。ここでは、その 30 万円

を最低限の贈与を行うための金融資産とした。なお、最低限の金融資産の保有額を、0 よ

り大きい最小値である、1 万円としても、以下の分析結果は本質的に変わらない。 
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その推定結果である。推定された受贈期待の効果では、住宅も金融資産も全て正に有意に金

融資産の贈与意思に高めている。ただし、住宅の受贈期待が 8.0%から 11.9%ほど贈与意思

を持つ確率を高めているのに対して、金融資産の受贈期待は 9％から 15.0％ほど贈与意思を

持つ確率を高めている。このため、金融資産の受贈期待の方が、金融資産の贈与意思を持つ

確率をより高めていることが示唆されている。 

 

（表 5 このあたり） 

 

 続いて、不動産の贈与意思について推定を行った。推定結果は表 6 にまとめられている。

住宅の受贈期待については、OLS と DR-AIPW ともに正に有意な効果が推定され、不動産の

贈与意思を 10.5％から 11.1％ほど高めていることが示された。一方で、金融資産の受贈期待

は OLS と DR-AIPW でともに正の効果が推定されたが、OLS では有意でなく、DR-AIPW で

は有意だったが 7％ほどであり、住宅の受贈期待の効果よりも小さかった。 

 

（表 6 このあたり） 

 

 以上の結果から、各種の受贈期待が贈与意思に与える影響を議論したい。金融資産の贈与

意思については金融資産の受贈期待の方がより大きな正の効果を持っていることが示され、

不動産の贈与意思については住宅の受贈期待の方がより大きな正の効果を与えていること

になる。つまり、子供世帯においては、親からもらう資産と同じ種類の資産をその子孫に残

そうとしていることになる。住宅については、受け取る予定の住宅を子供にも残そうとして

いる可能性が考えられる。 

 

3.4 追加検証 

 ここまでの分析の結果について、その適切な理論的背景を考えるために、いくつかの分析

を追加的に行いたい。上記の分析からは、金融資産の受贈期待があると、金融資産の贈与意

思を持ち、貯蓄率が高まるということを考えた。これが正しいのであれば、もし金融資産の

受贈期待があったとしても、贈与意思を持たない場合には、貯蓄率が高まらないことになる。

ゆえに、ここでは金融資産の贈与意思の有無でサンプルを分割し、それぞれのグループにつ

いて受贈期待が貯蓄率に与える影響を推定した。この分析では先ほどの分析と同様に、資産

を持っていないことが、贈与意思無しとなっていることの影響を考慮して、最低限の金融資

産を保有している持ち家世帯のみを分析対象としている。 

 

（表 7 このあたり） 

 

 表 7 が金融資産の贈与意思の有無別での貯蓄率の推定結果である。1 列目が金融資産の贈
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与意思があるグループの結果であり、2 列目が金融資産の贈与意思が無いグループの結果で

ある。金融資産の贈与意思がある場合には、金融資産の受贈期待があると貯蓄率が有意に高

くなることが示唆されている。一方で、金融資産の贈与意思が無い場合には、金融資産の受

贈期待は有意な効果を貯蓄率に与えておらず、その係数の大きさも大幅に小さくなってい

る。これらのことから、金融資産の受贈期待は、金融資産の贈与意思を通して、貯蓄率に有

意な影響を与えていることがうかがわれる。また、金融資産の受贈期待が、子供の生涯所得

の増加につながっているのだとしたら、所得や金融資産のように正に有意な効果を通じて

貯蓄率に影響を与えることが考えられる。14 しかし、今回の推定結果において、贈与意思が

ないと受贈期待は有意な影響をあたえていないことから、このような効果は受贈期待から

生じていない可能性が考えられた。 

 また、Falk and Stark (2001) の理論モデルを参考にすれば、このように親から資産をもら

うことでさらにその子孫へ資産を残そうとする理論的背景には、代々十分な利他性がある

ことから成立する利他的王朝動機があることが考えられる。これに対して、もう一つの有力

な遺産動機である、交換動機に基づく戦略的な親子間の資産移転がなされた場合には、ここ

まで見てきたような子供世帯の行動は見られないのだろうか。これを検証するために、各種

資産の受贈期待と親の介護の交差項を説明変数に用いて、貯蓄率の推定を行いたい。介護を

行うことで親からの資産移転がなされる場合には、交換動機に基づく資産移転が行われる

と解釈することができる。この交換動機による資産移転が貯蓄率に与える影響は交差項の

効果として表れる。まずは、現在介護を行っているか否かを介護ダミーとして用いた分析を

行う。次に潜在的な介護可能性を考慮するために、調査対象者の親と同居しているか否かを

介護ダミーとして用いた分析を行う。 

 

（表 8 このあたり） 

 

 表 8 に示されているのが、介護と各種の受贈期待との交差項を含めた貯蓄率の推定結果

である。1 列目には、現時点での介護状況を介護ダミーとして用いて推定を行った結果がま

とめられている。各種の受贈期待単体の効果は表 3 と大きくは変わらないものとなってい

る。介護の効果は負の係数が推定されているが有意ではない。ただし、交差項についてはい

ずれの受贈期待についても、単体の場合とは逆の符号の係数が推定され、その絶対値は単体

の係数よりも大きくなっている。介護を行っている場合の受贈期待は、これまで議論されて

きたものとは逆の効果になる可能性が示唆されている。特に金融資産の受贈期待と介護と

の交差項については、負に有意であり 5.1%ほど貯蓄率を下げる効果が推定されている。こ

れは単体の受贈期待と併せて解釈する必要があるが、介護を行っている場合に金融資産の

 
14 本研究の貯蓄率の推定においては、世帯年収と金融資産の保有は正の係数が推定されて

おり、多くの場合有意であった。このことは Dynan et al. (2004) と整合的な結果である。 
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受贈期待があるとむしろ貯蓄率が 3.1%ほど低くなることになる。つまり、交換動機に基づ

く親子間の資産移転による行動は、利他的王朝動機による行動とは異なったものであるこ

とが考えられるのである。 

2 列目に示されている結果は、調査対象者の親と同居しているか否かを介護ダミーとして

用いて、推定を行ったものである。推定された係数の符号は、1 列目の結果と一致している。

交差項の係数については有意ではなかったが、ここでも、その絶対値は受贈期待単体の効果

よりも大きかった。この結果から、交換動機に基づく資産移転の影響として、1 列目と同様

の考察を得ることが考えられる。 

 

4. 結論 

 本研究では親からの資産移転が子供の資産蓄積にどのような影響を与えるのかを定量分

析した。この分析から得られた知見として、将来の資産移転の有無は貯蓄率に対して、その

資産の種類や移転の動機などによって多様な影響を与えることが挙げられる。 

 本研究の分析から示唆された受贈期待の効果は、親子間の資産移転と資産蓄積の関係を

研究するうえで、いくつかの重要な貢献があるように思われる。第一には、住宅と金融資産

という異なった資産の受贈期待の効果を、それぞれ明らかにしたことにある。これまでの多

くの研究は、基本的に金融資産の移転に焦点をあてて、議論が行われており、住宅の移転に

ついては研究の蓄積が十分ではなかった。15  今回の定量分析の結果からは、親の住宅の受

贈期待は、特に借家世帯において、消費を促進することで貯蓄率を低下させる傾向があるこ

とが示された。一方で、金融資産の受贈期待については、貯蓄率を高める傾向が示されてい

る。 

 第 2 には、先行研究においては実際に資産移転が実現した後の移転の影響について焦点

を当てているのに対して、本研究では従前の効果に着目していることが考えられる。第 3 節

の推定結果からは、親から子供への資産移転はその期待の段階から子供たちの行動に影響

を与えていることが示唆されている。 

 第 3 には、DR-AIPW 推定量を用いることで、資産の受贈期待の内生性を考慮した推定を

行っていることが挙げられる。DR-AIPW 推定量においては、一般的な OLS 推定量を用いた

回帰分析よりも、受贈期待と資産蓄積の双方に影響を与える交絡因子をコントロールして

いることから、より頑健な推定結果を得ることができる。 

 第 4 には、親の資産の受贈期待と子供世帯の資産蓄積の関係について詳解するために、本

研究では各種資産の受贈期待が子供世帯のさらなる子孫への贈与意思について与える影響

についても分析していることが該当する。推定結果からは、親から移転される資産と同種の

資産をさらに子孫に残そうとすることが示唆されている。このことから、金融資産の受贈期

 
15 O’Dwyer (2001) は住宅の相続がオーストラリアの資産の分布に与える影響について分析

を行っている。 
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待によって、金融資産の贈与意思が変化し、貯蓄率が高まるこという説明が考えられた。た

だし、親から子供への資産移転が、利他的王朝動機ではなく、親の介護による交換動機によ

ってなされている場合には、金融資産の受贈期待はむしろ貯蓄率を低下させる傾向がある

ことも示されている。 

 一方で、本研究には今後分析するべきいくつかの課題がある。その一つとしては、持ち家

世帯において親の住宅の受贈期待が貯蓄率に有意な影響を与えていないことの理由が挙げ

られる。これを詳しく分析するためには、移転される予定の住宅の属性についても十分な情

報を蓄積する必要があるだろう。第 2 には、なぜ金融資産の受贈期待がある子供世帯は、金

融資産をその子孫へと残そうとするのかが挙げられる。本研究の分析からは、このことへの

十分な理由を見つけることができなかった。贈与や相続に関する税制や資産の流動性、ある

いは慣習といった観点からあらたに考えたい。続いて、先行研究との整合性についても、さ

らに研究を重ねていく必要がある。親からの金融資産が移転された後には、貯蓄よりも消費

が増えることが多くの先行研究では指摘されている。本研究の結果と併せて考えると、従前

には貯蓄が増えるが、受け取った後には消費が増えることになる。なぜこのような受贈者の

行動が生じるのかを明らかにするためには、より⾧期にわたって家計を追跡調査し、資産移

転の前後を詳細に調査したデータが必要になるように思われる。最後には、本研究では三世

代にわたる資産移転の理論的背景として、利他的王朝動機を考えたが、これが本当に整合的

な説明なのかは検証できなかった。家族間の利他性について調査したデータを用いて、この

検証を行いたい。 
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表 1：資産の受贈期待の有無別の貯蓄率と平均消費性向 

 

 

表 2：資産の受贈期待の有無別の贈与意思 

 

 

  

(a) 貯蓄率（％） (b) 平均消費性向（％）

有 無 有へ変化 変化無

13.1 13.4 60.5 59.7

(13.0) (14.1) (19.1) (19.3)

[263] [31] [825] [4,784]

8.4 8.4 71.6 70.6

(10.3) (11.6) (17.6) (18.3)

[246] [684] [181] [1,394]

住宅の移転無しからの翌年

注：丸括弧内に示されているのが標準偏差である。角括弧内に示されているのがサンプルサイズである。パネ
ル (a) はJHPS/KHPS2018を用いている。パネル (b) は、JHPS/KHPS2009-17を用いている。

無 借家

金融資産の移転
住宅の移転

居住形態

有 持ち家

(a) 金融資産の贈与意思 (b) 不動産の贈与意思

有 無 有 無

0.50 0.55 0.47 0.42

(0.50) (0.51) (0.50) (0.50)

[262] [31] [261] [31]

0.35 0.27 0.41 0.29

(0.48) (0.45) (0.49) (0.45)

[245] [684] [245] [679]

有

無

注：丸括弧内に示されているのが標準偏差である。角括弧内に示されているのがサンプルサイズである。両パ
ネルともにJHPS/KHPS2018を用いている。

金融資産の移転 金融資産の移転
住宅の移転

有

無

住宅の移転
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表 3：貯蓄率の推定結果 

 

 

表 4：平均消費性向の推定結果 

 

 

  

係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 -1.2535 (0.7389) * -0.3746 (0.7357)

親から金融資産の受贈移転期待 1.8791 (0.8839) ** 2.1632 (0.8784) **

決定係数

N

[3] DR-AIPW

-

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。括弧内の数値は頑健な標準誤差である。

JHPS/KHPS2018を用いた推定である。トリートメント効果を推定するにあたっては以下のような共変量を用いているが、

結果は表から省略している：親あるいは配偶者の親の不動産保有ダミー；世帯年収；金融資産の保有額；調査対象者
の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら1の値をとるダミー変数）；調査対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調
査対象者の年齢；世帯員数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは配偶者の親と同居ダミー；居住地域ダ
ミー；都市規模ダミー。

被説明変数：貯蓄率（％）

1224 1224 1224

[1] OLS [2] DR-AIPW

0.269 -

係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 0.68 (0.34) ** 0.36 (0.39) 1.74 (0.68) ***

ブルーシュ・ペイガン検定統計量 3107.0 *** 2398.6 *** 578.6 ***

ハウスマン検定統計量[自由度] 22.07 [23] 17.76 [16] 18.12 [21]

決定係数 0.198 0.155 0.235

N 4038 3308 987

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。丸括弧内の数値は頑健な標準誤差である。角括弧内は検定の自由

度である。JHPS/KHPS2009-17を用いている。ブルーシュ・ペイガン検定は、変量効果モデルとプーリングOLSモデルのパラメータが等し

いという帰無仮説を立てている。ハウスマン検定は固定効果モデルと変量効果モデルのパラメータが等しいという帰無仮説を立ててい
る。変量効果による推定を行うにあたっては他に以下のような説明変数を用いているが、結果は表から省略している：世帯年収；金融資
産の保有額；持ち家ダミー；世帯員数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは配偶者の親と同居ダミー；年齢；居住地域ダミー；
都市規模ダミー；調査年ダミー。

[1] RE（全サンプル） [3] RE（借家のみ）

被説明変数：平均消費性向（％）

[2] RE（持ち家のみ）
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表 5：金融資産の贈与意思の推定結果 

 

 

表 6：不動産の贈与意思の推定結果 

 

 

  

限界効果 （標準誤差） 係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 0.0803 (0.0434) * 0.1189 (0.0371) ***

親から金融資産の資産受贈期待 0.0900 (0.0455) ** 0.1497 (0.0389) ***

対数尤度

N

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。括弧内の数値は頑健な標準誤差である。JHPS/KHPS2018を用

いた推定である。ここでは対象を、金融資産30万円以上を保有する持ち家世帯に、限定して推定を行っている。トリートメント効果
を推定するにあたっては以下のような共変量を用いているが、結果は表から省略している：親あるいは配偶者の親の不動産保有
ダミー；世帯年収；金融資産の保有額；調査対象者の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら1の値をとるダミー変数）；調査
対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調査対象者の年齢；世帯員数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは配偶者の親
と同居ダミー；居住地域ダミー；都市規模ダミー。

690 706 691

-421.80 -

被説明変数：金融資産の贈与意思（有り=1）
Logit DR-AIPW DR-AIPW

-

限界効果 （標準誤差） 係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 0.1047 (0.0431) ** 0.1109 (0.0368) ***

親から金融資産の資産受贈期待 0.0185 (0.0467) 0.0715 (0.0415) *

対数尤度

N

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。括弧内の数値は頑健な標準誤差である。JHPS/KHPS2018を

用いた推定である。ここでは対象を、金融資産30万円以上を保有する持ち家世帯に、限定して推定を行っている。トリートメント
効果を推定するにあたっては以下のような共変量を用いているが、結果は表から省略している：親あるいは配偶者の親の不動
産保有ダミー；世帯年収；金融資産の保有額；調査対象者の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら1の値をとるダミー変

数）；調査対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調査対象者の年齢；世帯員数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは
配偶者の親と同居ダミー；居住地域ダミー；都市規模ダミー。

被説明変数：不動産の贈与意思（有り=1）

687 703

Logit DR-AIPW 

688

DR-AIPW

-419.79 - -
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表 7：金融資産の贈与意思別での貯蓄率の推定結果 

 

 

表 8：介護と受贈期待の交差項を含めた貯蓄率の推定 

 

  

係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 -1.6385 (1.3907) -0.8647 (1.6549)

親から金融資産の受贈移転期待 2.4500 (1.4741) * 0.4978 (1.8353)

決定係数

N

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。括弧内の数値は頑健な標準

誤差である。JHPS/KHPS2018を用いた推定である。ここでは対象を、金融資産30万円以上を保

有する持ち家世帯に、限定して推定を行っている。推定を行うにあたっては他に以下のような説
明変数を用いているが、結果は表から省略している：親あるいは配偶者の親の不動産保有ダ
ミー；世帯年収；金融資産の保有額；調査対象者の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら
1の値をとるダミー変数）；調査対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調査対象者の年齢；世帯員

数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは配偶者の親と同居ダミー；居住地域ダミー；都
市規模ダミー。

被説明変数：貯蓄率（％） [1] OLS 

290 400

[2] OLS

金融資産の贈与意思有り 金融資産の贈与意思無し

0.259 0.253

係数 （標準誤差） 係数 （標準誤差）

親の住宅の受贈期待 -1.4406 (0.7565) * -0.7400 (0.7869)

親から金融資産の受贈移転期待 2.1958 (0.9239) ** 1.9128 (0.9657) **

親の介護 -1.5582 (1.4632) -0.7170 (1.2695)

住宅の受贈期待×親の介護 3.1791 (2.3869) 2.7265 (1.8206)

金融資産の受贈期待×親の介護 -5.3425 (2.8916) * -2.8861 (2.0664)

決定係数

N

注：***, **,  * はそれぞれ有意水準1％、5％、10%を表している。括弧内の数値は頑健な標準

誤差である。JHPS/KHPS2018を用いた推定である。推定を行うにあたっては他に以下のような説

明変数を用いているが、結果は表から省略している：親あるいは配偶者の親の不動産保有ダ
ミー；世帯年収；金融資産の保有額；調査対象者の持ち家ダミー；調査対象者の性別（女性なら
1の値をとるダミー変数）；調査対象者と配偶者の学士号保有ダミー；調査対象者の年齢；世帯員

数；配偶者ダミー；子供の数；調査対象者あるいは配偶者の親と同居ダミー（〔1〕の推定のみ）；

居住地域ダミー；都市規模ダミー。

被説明変数：貯蓄率（％）

実際に介護 調査対象者の親と同居

[1] OLS [2] OLS

0.271 0.315

1223 1033
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付表 1：資産移転の期待別の記述統計 

 

 

  

変数名 平均値 （標準誤差） 平均値 （標準誤差） 平均値 （標準誤差） 平均値 （標準誤差） 平均値 （標準誤差）

貯蓄率（％） 9.553 (11.880) 8.447 (11.562) * 8.358 (10.276) 13.355 (14.103) 13.099 (13.034) ***

不動産の贈与意思† 0.354 (0.479) 0.286 (0.452) *** 0.412 (0.493) 0.419 (0.502) 0.471 (0.500) ***

金融資産の贈与意思‡ 0.343 (0.475) 0.272 (0.445) *** 0.351 (0.478) 0.548 (0.506) ** 0.496 (0.501) ***

住宅の相続期待 0.416 (0.493) 0.000 (0.000) 1.000 (0.000) 0.000 (0.000) 1.000 (0.000)

金融資産の相続期待 0.240 (0.427) 0.000 (0.000) 0.000 (0.000) 1.000 (0.000) 1.000 (0.000)

親の不動産保有 (1=保有している) 0.795 (0.404) 0.699 (0.459) *** 0.894 (0.308) *** 0.742 (0.445) 0.958 (0.201) ***

配偶者の親の不動産保有 (1=保有している) 0.563 (0.496) 0.545 (0.498) 0.533 (0.500) 0.581 (0.502) 0.635 (0.482) **

世帯年収（万円） 741.2 (416.9) 702.6 (371.4) * 743.1 (446.0) 711.1 (314.1) 843.1 (489.8) ***

金融資産保有額（万円） 709.5 (1347.4) 512.7 (1034.1) *** 603.8 (1119.9) 846.8 (833.9) 1304.4 (1991.4) ***

住居の居住形態（1=持ち家に居住） 0.761 (0.427) 0.711 (0.454) ** 0.821 (0.384) ** 0.645 (0.486) 0.848 (0.360) ***

調査対象者の性別（1=女性） 0.5 (0.5) 0.5 (0.5) 0.4 (0.5) ** 0.5 (0.5) 0.5 (0.5)

調査対象者の学歴（1=学士号を保有） 0.327 (0.469) 0.265 (0.441) *** 0.358 (0.480) 0.516 (0.508) ** 0.437 (0.497) ***

配偶者の学歴（1=学士号を保有） 0.204 (0.403) 0.181 (0.386) 0.191 (0.394) 0.323 (0.475) 0.262 (0.441) *

調査対象者の年齢 46.842 (9.016) 46.674 (9.267) 46.744 (8.545) 46.516 (8.571) 47.407 (8.857)

世帯員数 3.443 (1.384) 3.399 (1.354) 3.533 (1.433) 3.161 (1.573) 3.506 (1.392)

配偶者の有無（1=配偶者有） 0.717 (0.451) 0.725 (0.447) 0.683 (0.466) 0.742 (0.445) 0.722 (0.449)

子どもの数 1.534 (1.110) 1.621 (1.102) 1.427 (1.129) 1.387 (1.086) 1.426 (1.102)

調査対象者あるいは配偶者の親との居住（1=親と同居） 0.319 (0.466) 0.253 (0.435) *** 0.435 (0.497) *** 0.194 (0.402) * 0.399 (0.491) **

N

注：***, ** , * は全サンプルに対する平均値の差の検定において、それぞれ1%, 5% および10%の有意水準を表す。

† 欠損値があるためサンプルサイズはそれぞれ1,216、679、245、31および261となる。

‡ 欠損値があるためサンプルサイズはそれぞれ1,222、684、245、31および262となる。

263

(iii) 金融資産のみ受け取る

期待有り

(iv) 住宅と金融資産ともに受け

取る期待有り
全サンプル

(i) 住宅と金融資産ともに受け

取る期待無し

(ii) 住宅のみ受け取る期待有

り

1,224 684 246 31
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付表 2：共変量のバランス（DR-AIPW を用いた住宅の受贈期待の貯蓄率への影響） 

 

  

変数名 加重前 加重後 加重前 加重後

親の不動産保有 (1=保有している) 0.608 -0.016 0.322 1.023

配偶者の親の不動産保有 (1=保有している) 0.078 0.050 0.980 0.985

世帯年収（万円） 0.217 0.009 1.632 1.134

金融資産保有額（万円） 0.317 -0.014 2.624 0.859

住居の居住形態（1=持ち家に居住） 0.306 0.002 0.666 0.998

調査対象者の性別（1=女性） -0.159 0.054 0.984 1.000

調査対象者の学歴（1=学士号を保有） 0.263 -0.027 1.202 0.979

配偶者の学歴（1=学士号を保有） 0.100 0.026 1.156 1.036

調査対象者の年齢 0.094 0.046 1.070 1.146

世帯員数 -0.050 0.059 1.049 0.939

配偶者の有無（1=配偶者有） -0.167 0.008 1.023 1.054

子どもの数 0.358 -0.018 1.296 0.986

調査対象者あるいは配偶者の親との居住（1=親と同居） 0.047 -0.074 0.889 0.893

北海道に居住 -0.065 -0.003 0.711 0.987

東北地方に居住 0.118 -0.027 1.586 0.897

関東地方に居住 -0.008 -0.041 0.995 0.970

中部地方に居住 0.062 0.043 1.115 1.076

近畿地方に居住 -0.065 -0.033 0.911 0.952

中国地方に居住 0.030 0.036 1.134 1.148

四国に居住 -0.003 -0.009 0.984 0.949

政令指定都市に居住 0.028 0.009 1.022 1.006

その他市に居住 -0.032 0.006 1.013 0.998

標準化差 分散比
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付表 3：共変量のバランス（DR-AIPW を用いた金融資産の受贈期待の貯蓄率への影響） 

 

変数名 加重前 加重後 加重前 加重後

親の不動産保有 (1=保有している) 0.525 0.047 0.324 0.931

配偶者の親の不動産保有 (1=保有している) 0.178 0.048 0.942 0.986

世帯年収（万円） 0.266 0.036 1.467 0.967

金融資産保有額（万円） 0.466 0.038 3.252 0.685

住居の居住形態（1=持ち家に居住） 0.211 0.069 0.747 0.912

調査対象者の性別（1=女性） 0.007 -0.009 1.003 0.999

調査対象者の学歴（1=学士号を保有） 0.328 0.046 1.204 1.033

配偶者の学歴（1=学士号を保有） 0.204 -0.016 1.313 0.977

調査対象者の年齢 0.025 0.005 1.055 1.179

世帯員数 0.023 -0.013 0.980 1.013

配偶者の有無（1=配偶者有） -0.134 -0.015 0.977 1.089

子どもの数 0.162 0.014 1.119 1.011

調査対象者あるいは配偶者の親との居住（1=親と同居） 0.069 -0.022 0.943 0.921

北海道に居住 0.022 0.059 1.120 1.319

東北地方に居住 0.037 0.003 1.154 1.013

関東地方に居住 0.043 -0.007 1.031 0.996

中部地方に居住 0.003 0.006 1.008 1.010

近畿地方に居住 -0.064 -0.020 0.912 0.971

中国地方に居住 0.043 0.012 1.196 1.051

四国に居住 -0.033 -0.017 0.826 0.903

政令指定都市に居住 0.091 0.048 1.068 1.033

その他市に居住 -0.080 -0.036 1.030 1.012

標準化差 分散比


